
（
準
用
）

（
準
用
）

第
六
十
三
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八

条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十

一
条
か
ら
第
三
十
一
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十

一
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の

は
「
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第

九
条
ま
で
及
び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
三
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
二
条
並
び
に
第
六
十
三

条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か

ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
か
ら
第
三
十

一
条
の
三
ま
で
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
」
と

読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
三
条

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八

条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十

一
条
、
第
三
十
一
条
の
二
、
第
三
十
三
条
、
第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま

で
及
び
第
五
十
八
条
の
規
定
は
、
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
条
第
二
項
第
三
号
中
「
第
十
五
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条
に
お
い
て

準
用
す
る
第
三
十
六
条
第
七
項
」
と
、
同
項
第
四
号
中
「
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
三
条

に
お
い
て
準
用
す
る
第
二
十
九
条
第
二
項
」
と
、
同
項
第
五
号
中
「
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
一
条
第
三
項
」
と
、
第
二
十
三
条
第
二
項
中
「
第
七
条
か
ら
第
九
条
ま

で
及
び
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
三
十
一
条
の
二
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
二
条
並
び
に
第
六
十
三
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
八
条
、
第
九
条
、
第
十
二
条
の
二
か
ら
第
十
四
条
ま
で
、
第
十
八
条
、
第
二
十
条
か
ら
第
二

十
三
条
ま
で
、
第
二
十
四
条
の
二
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
二
十
九
条
ま
で
、
第
三
十
一
条
、第
三
十
一
条
の
二
、

第
三
十
四
条
、
第
三
十
六
条
、
第
三
十
八
条
か
ら
第
四
十
一
条
ま
で
及
び
第
五
十
八
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
記
録
の
整
備
）

（
記
録
の
整
備
）

第
九
条

（
略
）

第
九
条

（
略
）

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備

し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
に
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
の
状
況
に
関
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
記
録
を
整
備

し
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所
者
の
心
身
の
状
況

並
び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

三

第
十
七
条
第
三
項
に
規
定
す
る
身
体
的
拘
束
等
の
態
様
及
び
時
間
、
そ
の
際
の
入
所
者
の
心
身
の
状
況
並

び
に
緊
急
や
む
を
得
な
い
理
由
の
記
録

四

第
三
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

四

第
三
十
一
条
第
二
項
の
苦
情
の
内
容
等
の
記
録

五

第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
記
録

五

第
三
十
三
条
第
二
項
の
事
故
の
状
況
及
び
事
故
に
際
し
て
採
っ
た
処
置
に
つ
い
て
の
同
条
第
三
項
の
記
録

（
職
員
配
置
の
基
準
）

（
職
員
配
置
の
基
準
）

第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

第
一
項
第
一
号
の
施
設
長
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

４

第
一
項
第
一
号
の
施
設
長
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職

務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

５
〜
13

（
略
）

５
〜
13

（
略
）

（
協
力
医
療
機
関
等
）

（
協
力
医
療
機
関
等
）

第
二
十
七
条

（
略
）

第
二
十
七
条

（
略
）

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
の
規
定
に
基
づ
き
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
要

件
を
満
た
す
協
力
医
療
機
関
を
定
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合
等
に
お
い
て
医
師
又
は
看
護
職
員
が
相
談
対
応
を
行
う
体
制
を
、
常
時

確
保
し
て
い
る
こ
と
。

二

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
か
ら
の
診
療
の
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
診
療
を
行
う
体
制
を
、
常
時
確
保

し
て
い
る
こ
と
。
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３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
一
年
に
一
回
以
上
、
協
力
医
療
機
関
と
の
間
で
、
入
所
者
の
病
状
が
急
変
し
た
場
合

等
の
対
応
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
協
力
医
療
機
関
の
名
称
等
を
、
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
新
設
）

４

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法

律
第
百
十
四
号
）
第
六
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
（
次
項
に
お
い
て
「
第
二
種
協

定
指
定
医
療
機
関
」
と
い
う
。）と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
感
染
症
、
同
条
第
八
項
に
規
定
す
る
指
定
感
染
症
又
は
同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
新
感
染
症
を
い
う
。
次
項

に
お
い
て
同
じ
。）の
発
生
時
等
の
対
応
を
取
り
決
め
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

５

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
協
力
医
療
機
関
が
第
二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
第

二
種
協
定
指
定
医
療
機
関
と
の
間
で
、
新
興
感
染
症
の
発
生
時
等
の
対
応
に
つ
い
て
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
新
設
）

６

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
入
所
者
が
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
の
医
療
機
関
に
入
院
し
た
後
に
、
当
該
入
所
者
の

病
状
が
軽
快
し
、
退
院
が
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
再
び
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
速
や
か
に
入
所

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

７

（
略
）

２

（
略
）

（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
二
十
八
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
職
員

の
勤
務
の
体
制
、
協
力
医
療
機
関
、
利
用
料
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
重
要
事
項
」
と
い
う
。）を
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
八
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
見
や
す
い
場
所
に
、
運
営
規
程
の
概
要
、
職
員

の
勤
務
の
体
制
、
協
力
医
療
機
関
、
利
用
料
そ
の
他
サ
ー
ビ
ス
の
選
択
に
資
す
る
と
認
め
ら
れ
る
重
要
事
項
を

掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
重
要
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
備
え
付
け
、
か
つ
、
こ
れ

を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

る
。

２

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
前
項
に
規
定
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
に
備
え
付
け
、

か
つ
、
こ
れ
を
い
つ
で
も
関
係
者
に
自
由
に
閲
覧
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
掲
示
に
代
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
は
、
原
則
と
し
て
、
重
要
事
項
を
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
職
員
配
置
の
基
準
）

（
職
員
配
置
の
基
準
）

第
三
十
七
条

（
略
）

第
三
十
七
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
第
一
号
の
施
設
長
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
他
の
職

務
（
第
一
項
第
三
号
の
介
護
職
員
の
職
務
は
除
く
。）に
従
事
し
、
又
は
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
第
一
号
の
施
設
長
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
当
該
都
市
型
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
他
の
職

務
（
第
一
項
第
三
号
の
介
護
職
員
の
職
務
は
除
く
。）に
従
事
し
、
又
は
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施

設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
〜
７

（
略
）

４
〜
７

（
略
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

（
電
磁
的
記
録
等
）

第
四
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、
こ
の

省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、
複
本
そ
の
他
文
字
、
図

形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以
下

こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も
の

を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
十
条

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
及
び
そ
の
職
員
は
、
作
成
、
交
付
、保
存
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
の
う
ち
、

こ
の
省
令
の
規
定
に
お
い
て
書
面
（
書
面
、
書
類
、
文
書
、
謄
本
、
抄
本
、
正
本
、
副
本
、複
本
そ
の
他
文
字
、

図
形
等
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
情
報
が
記
載
さ
れ
た
紙
そ
の
他
の
有
体
物
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。）で
行
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い
る
又
は
想
定
さ
れ
る
も
の
（
次
項
に
規
定
す
る
も

の
を
除
く
。）に
つ
い
て
は
、
書
面
に
代
え
て
、
当
該
書
面
に
係
る
電
磁
的
記
録
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報



附

則

附

則

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
の
職
員
配
置
の
基
準
）

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
の
職
員
配
置
の
基
準
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

５

第
一
項
第
一
号
の
施
設
長
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

５

第
一
項
第
一
号
の
施
設
長
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

当
該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ａ
型
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等

の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

６
〜
11

（
略
）

６
〜
11

（
略
）

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
の
職
員
配
置
の
基
準
）

（
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
の
職
員
配
置
の
基
準
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

２

前
項
第
一
号
の
施
設
長
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の
職
務
に
従
事
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

２

前
項
第
一
号
の
施
設
長
は
、
専
ら
そ
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当

該
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
Ｂ
型
の
管
理
上
支
障
が
な
い
場
合
に
は
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所
、
施
設
等
の

職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
・
４

（
略
）

３
・
４

（
略
）

（
介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

介
護
医
療
院
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
三
十
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
構
造
設
備
の
基
準
）

（
構
造
設
備
の
基
準
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市

又
は
中
核
市
の
市
長
。
第
三
十
四
条
第
二
項
及
び
第
四
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
、
火
災
予
防
、
消

火
活
動
等
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木

造
か
つ
平
屋
建
て
の
介
護
医
療
院
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
に
係
る
入
所
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と

認
め
た
と
き
は
、
耐
火
建
築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２

前
項
第
一
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
都
道
府
県
知
事
（
指
定
都
市
及
び
中
核
市
に
あ
っ
て
は
、
指
定
都
市

又
は
中
核
市
の
市
長
。
第
四
十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。）が
、
火
災
予
防
、
消
火
活
動
等
に
関
し
専
門
的

知
識
を
有
す
る
者
の
意
見
を
聴
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た
す
木
造
か
つ
平
屋
建
て
の
介
護

医
療
院
の
建
物
で
あ
っ
て
、
火
災
に
係
る
入
所
者
の
安
全
性
が
確
保
さ
れ
て
い
る
と
認
め
た
と
き
は
、
耐
火
建

築
物
又
は
準
耐
火
建
築
物
と
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
〜
三

（
略
）

一
〜
三

（
略
）

（
必
要
な
医
療
の
提
供
が
困
難
な
場
合
等
の
措
置
等
）

（
必
要
な
医
療
の
提
供
が
困
難
な
場
合
等
の
措
置
等
）

第
十
九
条

介
護
医
療
院
の
医
師
は
、
入
所
者
の
病
状
か
ら
み
て
当
該
介
護
医
療
院
に
お
い
て
自
ら
必
要
な
医
療

を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
協
力
医
療
機
関
そ
の
他
適
当
な
病
院
若
し
く
は
診
療
所

へ
の
入
院
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
又
は
他
の
医
師
の
対
診
を
求
め
る
等
診
療
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条

介
護
医
療
院
の
医
師
は
、
入
所
者
の
病
状
か
ら
み
て
当
該
介
護
医
療
院
に
お
い
て
自
ら
必
要
な
医
療

を
提
供
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
協
力
病
院
そ
の
他
適
当
な
病
院
若
し
く
は
診
療
所
へ
の

入
院
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
、
又
は
他
の
医
師
の
対
診
を
求
め
る
等
診
療
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２
〜
４

（
略
）

２
〜
４

（
略
）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

（
管
理
者
に
よ
る
管
理
）

第
二
十
六
条

介
護
医
療
院
の
管
理
者
は
、
専
ら
当
該
介
護
医
療
院
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
介
護
医
療
院
の
管
理
上
支
障
の
な
い
場
合
は
、
他
の
事
業
所
若
し
く
は
施
設
等
又

は
サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
定
施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
第
百
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
定
施
設
を
い

う
。）若
し
く
は
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
（
同
令
第
百
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施

設
を
い
う
。）の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
六
条

介
護
医
療
院
の
管
理
者
は
、
専
ら
当
該
介
護
医
療
院
の
職
務
に
従
事
す
る
常
勤
の
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
介
護
医
療
院
の
管
理
上
支
障
の
な
い
場
合
は
、
同
一
敷
地
内
に
あ
る
他
の
事
業
所

若
し
く
は
施
設
等
又
は
サ
テ
ラ
イ
ト
型
特
定
施
設
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
第
百
十
条
第
四
項
に
規
定
す
る
サ
テ
ラ
イ

ト
型
特
定
施
設
を
い
う
。）若
し
く
は
サ
テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
（
同
令
第
百
三
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
サ

テ
ラ
イ
ト
型
居
住
施
設
を
い
う
。）の
職
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

令和年月日 木曜日 (号外第号)官 報 




